
都心～ウォーターフロント間における連節バス等運行に関する協議会 

設置要綱 

令和元年 7月 26 日 

都市局長決定 

（目的） 

第１条 都心～ウォーターフロント間における連節バス等の運行について、回遊性や都市魅力の向

上に資するような運行計画の策定および持続的な事業となるための利用促進策や支援策等の検

討・協議・調整を行うにあたり、専門的な見地及びまちづくりの観点から意見を求めることを目

的に「都心～ウォーターフロント間における連節バス等運行に関する協議会」（以下「協議会」

という。）」を設置する。 

（構成員） 

第２条 協議会は、次に掲げる委員及びオブザーバーをもって構成する。 

（１）学識経験者 

（２）国土交通省神戸運輸監理部 

（３）関係交通事業者 

（４）沿線団体 

（５）庁内関係者 

（６）前各号に掲げる者のほか、特に必要と認められる者 

（事務局） 

第３条 協議会の事務局は、神戸市都市局計画部公共交通課及び神姫バス株式会社バス事業部計画

課に置く。 

（会長の指名等） 

第４条 都市局長が指名する会長を置く。 

２ 会長は、会の進行をつかさどる。 

３ 都市局長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、前項の職務を代行する者を指

名する。 

（協議会の開催） 

第５条 協議会の開催は、都市局長が招集するものとする。 

（協議会の公開） 

第６条 協議会は、これを公開とする。ただし、次のいずれかに該当する場合で、都市局長が公開

しないと決めたときは、この限りではない。 

（１）神戸市情報公開条例（平成 13 年神戸市条例第 29 号）第 10 条 4号に該当するとみとめられる
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情報について、意見交換を行う場合 

（２）会議を公開することにより公正かつ円滑な会議の進行が著しく損なわれると認められる場合 

２ 会議の傍聴については、神戸市有識者会議傍聴要綱（平成 25年 3 月 27 日市長決定）を適用す

る。 

（協議会の庶務） 

第７条 協議会の庶務は、神戸市都市局計画部公共交通課において行う。 

（要綱の変更、疑義等） 

第８条 本設置要綱の改廃、変更、その他必要な事項は都市局長が定めるものとする。 

（附則） 

この要綱は，令和元年 7月 26 日より施行する。 
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